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歯面清掃�

水洗・乾燥�

クリアシールFの塗布�

クリアシールF辺縁の調整�

ラバーダム撤去�

可視光線照射（20秒～40秒）�

（相接する隣接面の場合）�

両隣接面のリン酸処理�
（40秒）�

歯面リン酸処理�
（40秒）�

エリオット・セパレータ�
または�

ウェッジマトリックス�
による歯間離開�

（直視・直達できる�
　隣接面の場合）�

DM No.99
こちらは「クリアシールFによる隣接面齲蝕の抑制について」Vol.1の続きです。
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判　定　          　　 診　断　基　準�

In�

�

C0�

�

C1�

�

C2

視診、触診、咬翼エックス線写真による
診断で歯質に何等異常が認められず、
健康状態であると判断されるもの。�

視診による白斑が認められる、もしく
は咬翼エックス線写真による観察で明
瞭なエナメル質外形が認められない。�

視診、触診、咬翼エックス線写真による
診断でエナメル質に実質欠損を有する
齲蝕が認められる。�

視診、触診、咬翼エックス線写真による診
査で象牙質に齲蝕が認められるが、歯髄
に病変が及んでいないと判断されるもの。�

判　定　          　　 診　断　基　準�

－�

±�

＋�

臨床例に異常を認めない。�

歯肉縁に軽度の発赤を認める。�

明らかに炎症を認める。易出血性である。

判　定　          　　評　価　基　準

完全保持

一部脱落

完全脱落

肉眼で観察した時、塗布直後の写真と
比較し、被覆面積は狭くなっていても
コート材辺縁に異常は認めず、再処置
を不要とするもの。

コート材の一部に破折あるいは剥離を
生じ、コート材辺縁に異常を認め、当
該部位に限り再処置を必要とするもの。

コート材全ての脱落をきたし、再処置
を要するもの。ただし、相接する隣接
面のコート材が完全保持されている場
合は再処置は行わない。

初診時� 2年後�歯面保護率�

In�
C0�
C1�
C2�
計�

27�
54�
22�
0

28�
34�
12�
29

103 71.8%

�
74�
�
29

初診時� 2年後�歯面保護率�

In�
C0�
C1�
C2�
計�

28�
59�
15�
0

34�
35�
5�
28

102 72.5%

�
74�
�
28

初診時� 2年後�歯面保護率�

In�
C0�
C1�
C2�
計�

3�
12�
6�
0

5�
13�
3�
0

21 100%

�
21�
�
0


